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農業経営多角化支援事業の実施基準 

 

第 1 採択要件 

１ 他の事業者と連携するネットワークを構築すること。 

２ 農業者で組織する団体にあっては、６次産業化ネットワーク活動事業（以

下、国庫補助事業という）の採択を得られなかった場合等に対象とするも

のとする。 

 

第２ 補助対象内容及び事業費 

事業実施要領第２の事業の内容については，以下の基準を満たしていなけ

ればならない。 

１ 総合化事業計画の目標 

目標年次（５年以内）までにその目標の全部または一部を達成すること

とする。 

 

２ 適正事業費・規模 

補助事業費は，当該地区及び事業の実情に即した適正な現地実行価格に

より算定するものとし，施設の規模及び構造等はそれぞれの目的に合致し

たものでなければならない。 

 

３ 切り替えの禁止 

自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業を本

事業に切り替えて補助の対象とすることは，認めないものとする。 

 

４ 中古品の取扱い 

補助の対象とする施設は，新築，新品又は新設によるほか，既存施設又

は資材の有効利用等の観点から見て，当該地区及び事業の実情に即し必要

があると認められる場合は，増築，改築，併設若しくは合体の事業又は古

品，古材の利用に係る事業を補助の対象とすることができるものとする。 

中古機械の場合には，残存耐用年数が５年以上ある場合に補助の対象と

することができる。 
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５ 更新施設・機械導入の禁止 

既存の施設・機械等の代替として，同種・同能力のものを再度導入する

こと（いわゆる更新）は，補助の対象としないものとする。 

ただし，既存施設・機械が耐用年数経過後５年以上経過したものについ

ては，代替の既存施設・機械として扱わないものとする。 

 

６ 用地買収及び造成費用等の取扱い 

補助の対象とする施設整備に伴う用地の買収又は賃貸に要する経費又は

補償費及び造成等に要する費用は，補助の対象としないものとする。 

 

７ 自動車両等の取扱い 

自動車両（いわゆる自家用・業務用自動車等）及び、農業生産に係る農

業用機械・施設等については補助の対象としないものとする。 

 

８ 事業費について 

事業費が50万円以下の場合には、補助の対象としないものとする。 

 

第３ 事業実施上の留意点 

１ 機種及び業者決定 

（１）機種及び業者決定をする場合は，３社以上による入札又は見積り合わ

せを原則とし，市町村等補助事業指導機関の担当者が立ち会うものとす

る。 

（２）実施設計の取扱い 

入札等に必要な実施設計については，設計事務所等に依頼する場合の

み補助対象とし，事業実施主体が自ら作成するのに要する経費は補助対

象としないものとする。 

 

２ 農業用廃プラスチックの処理 

農業用プラスチックフィルムを使用する施設を導入する場合は，その処

理対策を実施計画に明確に記載するものとする。 
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３ 製造許可の取得等 

農産加工用機械，施設を整備する場合は，所管する機関と綿密な協議を行

った上で，必要な技能資格，製造許可を取得するとともに，表示等の基準を

満たすなど，適正な事業遂行を行うものとする。 

 

本実施基準は、平成２７年５月１日から施行し、平成２７年度事業から適用

するものとする。 

 


